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３ 物件調書 
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○ この調書は、現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必ず現地をご確認ください。 

 

○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 

 

○ 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等に

ついては、関係機関にご確認ください。 

 

○ 土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

 

○ 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。 
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物   件   明   細 

 

物件番号 物件名称 元大阪府厚生年金千里住宅用地 
交通機関 

阪急千里線「山田」駅から北西へ約 290ｍ 

大阪モノレール線「山田」駅から南西へ 約 250ｍ １ 所 在 地 吹田市津雲台五丁目20番132 

面 積 

 

登記簿：319.00 ㎡ 

実 測：319.00 ㎡ 
地 目 宅地 

供給

処理

施設

の状

況 

区  分 配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

公営水道 有 
吹田市水道部工務室給水相談グループ 

06-6384-1258 

接面道路 

の状況 

北西側：幅員約 14.0ｍ（市道津雲台第 34 号線） 

東側：幅員約 7.0ｍ～7.9ｍ（市道津雲台第 35 号線） 

電  気 有 
関西電力㈱北摂営業所 

0800-777-8810 

都市ガス 有 
大阪ガス㈱マップメンテセンター 

06-6202-2141 

公共下水道 有 
吹田市下水道部水循環室管理担当 

06-6384-2054 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都

市

計

画

法 

市街化区域   

用途地域 第一種中高層住居専用地域  

【留意事項】 

１.工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを現状有

姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

２.地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は買受け者の責任（費

用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

３.売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
．．

が発見されても、その担保責任は一切負い

ません。 

４.上記の供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等については、

落札者において各施設管理者と協議してください。 

５.敷地内に現在機能していない上水道のドレン管が埋まっている可能性があります。(P.19 

参考図を参照ください) 

 

 

地域地区 第三種高度地区 

建ぺい率  60％ 容 積 率 200％ 

そ

の

他

の

法

令

等 

 

都市計画法 

千里ニュータウン地区地区計画区域(地区整備計画区域外) 

宅地造成等規制法 

宅地造成工事規制区域内 

私道の負担 

等に関する 

事項 

負担の

有無 
無 

負担の

内容 
― 
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位 置 図 
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平 面 図 
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丈 量 図 
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参 考 図 

上水道のドレン管が残存している可能性があります。 

(φ100、深さ1.2m程度。現在機能していません) 
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物   件   明   細 

物件番号 物件名称 枚方東牧野住宅用地 
交通機関 京阪本線「牧野」駅から 北西へ約 1.2kｍ 

２ 所 在 地 枚方市東牧野町130番５ 

面 積 

 

登記簿：249.77 ㎡ 

実 測：249.77 ㎡ 
地 目 宅地 

供給

処理

施設

の状

況 

区  分 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

公営水道 
有 

(北東側) 

枚方市上下水道局上下水道経営部給排水管理課 

072-848-4199 

接面道路 

の状況 

北西側：幅員約 6.8ｍ（市道東牧野住宅第３号線） 

北東側：幅員約 8.8ｍ（市道東牧野住宅第３号線） 

電  気 有 
関西電力㈱枚方営業所 

0800-777-8017 

都市ガス 有 
大阪ガス㈱マップメンテセンター 

06-6202-2141 

公共下水道 
有 

(北東側の一部) 

枚方市上下水道局上下水道経営部給排水管理課 

072-848-4199 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都

市

計

画

法 

市街化区域   

用途地域 第一種中高層住居専用地域 【留意事項】 

１.工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを現状有

姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

２.地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は買受け者の責任（費

用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

３.売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
．．

が発見されても、その担保責任は一切負い

ません。 

４.上記の供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等については、

落札者において各施設管理者と協議してください。 

５.文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地である「招提中町遺跡」に指定されており、

建物建築等の際は同法に基づく届出が必要です。 

６.物件内にある既存の防犯灯(２ヶ所)については、維持管理を引き継がなければなりませ

ん。関西電力㈱と協議し、名義変更に必要な書類を作成のうえ提出してください。防犯灯

の移設・撤去については地元自治会と協議してください。 

７.隣接地(東牧野町 80-2、137-27)の構造物の一部が越境しています。この取扱いについて

は、隣接土地所有者と協議してください。 

８.隣接地(東牧野町 80-12)のカーポート等の一部が越境しています。この取扱いについて

は、隣接土地所有者と協議してください。 

地域地区 準防火地域、第２種高度地区 

建ぺい率  60％ 容 積 率 200％ 

そ

の

他

の

法

令

等 

 

文化財保護法 

 埋蔵文化財包蔵地（招提中町遺跡） 

私道の負担 

等に関する 

事項 

負担の

有無 
無 

負担の

内容 
― 
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位 置 図 
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平 面 図 
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丈 量 図 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130-5 
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このページは空白です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


